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次 長 堤 泰 博
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農林水産政策課長 伊 藤 敏 明

団体支援総室長 河 野 靖
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午前10時１分開議

○松田三郎委員長 皆さんおはようございま

す。ただいまから、第４回農林水産常任委員

会を開会いたします。

初めに、本委員会に付託された議案を議題

とし、これについて審査を行います。
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まず、議案について執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。

また、本日の説明等を行われる際、執行部

の皆さんは、最初だけちょっと立っていただ

きまして、後は着席のまま行っていただいて

結構でございます。

それでは、田農林水産部長から総括説明

を行い、続いて各課長から順次説明をお願い

いたします。

○田農林水産部長 まず初めに、元熊本土

木事務所職員の詐欺事件に関連しまして、平

成15年から平成17年まで元職員が勤務してお

りました農業研究センター草地畜産研究所で

の収賄行為及び詐欺についても立件がなされ

ました。

農林水産部といたしましては、県警の協力

を得て事件の解明に努めることにより、報道

にあったような不適正経理も含め、全庁調査

と連携しながら、早急に事実確認に努めてま

いりたいと考えております。

県民の皆様及び委員の皆様に大変申しわけ

なく、この場をおかりしましておわびを申し

上げます。

次に、世界貿易機関ＷＴＯ新多角的貿易交

渉、いわゆるドーハ・ラウンドにつきまして

は、12月初めには年内の合意に向けた機運が

高まっておりましたところ、県議会におかれ

ましては、いち早く意見書の採択をいただき

まして、松田委員長には、みずから政府を初

め関係機関へ働きかけを行っていただきあり

がとうございました。

県も、各国の農業生産条件の違いを無視し

た関税の上限設定には強く反対することなど

について、政府に要望活動を行ったところで

ございます。

新聞報道等によりますと、年内の関係閣僚

会議の開催につきましては見送られるように

なるようでございますが、ＷＴＯの交渉問題

につきましては、これは本県農林水産業への

影響も非常に大きいため、引き続き注視して

まいりたいと考えております。

次に、去る10月３日から５日にかけての第

62回全国お茶まつり熊本大会については、全

国茶品評会において３部門で農林水産大臣賞

や産地賞を獲得するなど、本県茶の生産技術

の向上やブランド確立に大きな成果があり、

また、消費者との交流を通じてお茶の消費拡

大や情報発信を図ることができたと考えてお

ります。

松田委員長を初め各委員の皆様方には、御

多忙の中にもかかわりませず御出席をいただ

き、この場をおかりしまして改めてお礼を申

し上げます。

この大会を契機として、県内の茶関係者と

一体となって、今後さらにくまもと茶のブラ

ンド確立や消費拡大に取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、10月９日の宇土市、球磨地方の農林

水産関係施設等の管内視察、さらには、11月

18日から20日にかけての沖縄県における農林

水産関係施設等の視察については、執行部も

同席させていただき、まことにありがとうご

ざいました。視察の成果につきましては、今

後の施策の中に反映できるよう努めてまいり

たいと考えております。

次に、国営川辺川土地改良事業につきまし

、 、 、ては 本年度 事業休止の状況にありますが

10月以降、地元において合意形成に向けた新

たな動きも見られております。

県といたしましては、引き続き地元の動向

等を見きわめつつ、適切に対応してまいりた

いと考えております。

詳細につきましては、後ほど、その他の報

告事項の中で担当課長から説明させていただ

きます。

続きまして、今回御提案いたしております

議案の概要につきまして御説明を申し上げま

す。

今回御提案しておりますのは、平成20年度
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一般会計補正予算関係及び条例等関係議案１

件でございます。

まず、補正予算の主な内容といたしまして

、 、は 国の緊急経済対策に対応する経費を初め

災害関係の経費等を計上いたしております。

経済対策関係では、イグサ、たばこ及び稲

作農家の省エネルギー対策のため、省エネル

ギー型農業機械等の導入の助成に要する経

費、米粉の需要に応じた定着拡大のため、米

粉処理加工施設の整備の助成に要する経費を

計上しております。また、６月の梅雨前線豪

雨による山地災害箇所の復旧に要する経費、

８月の豪雨等による林道災害復旧に要する経

費等を計上いたしております。

さらに、野菜価格が著しく低落した場合に

おける生産者に対する補てん金の交付額の確

定により必要となった資金造成に要する経

費、シカによる食害、剥皮被害を防止するた

めの施設設置を推進するための経費等を計上

いたしております。

次に、繰越明許費につきましては、総額11

4億9,400万円の設定をお願いしております。

予算の執行に当たりましては、早期完成に

努力しておりますが、用地交渉の難航など、

諸般の事情により繰り越しせざるを得ない状

況が生じているため、設定をお願いするもの

です。

今後とも、できる限り早期完成に努力して

まいりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

なお、繰越明許費の設定につきましては、

例年２月議会でお願いしてきたところです

が、今年度からは12月に提案することとし、

設定方法につきましては、従来の箇所ごとの

積み上げ方式から繰越総額の枠設定方式に変

更しております。

次に、条例等関係議案についてでございま

すが、職員による交通事故の和解及び賠償額

の決定について、専決処分の報告を提出いた

しております。

以上が今回提案しております議案の概要で

ございますが、詳細につきましては、それぞ

れ担当課総室長から御説明申し上げますの

で、よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。

なお、その他報告事項といたしまして、先

ほど申し上げました国営川辺川土地改良事業

（利水事業）の現状と今後の進め方について

のほか２件を予定しております。

このうち、平成20年９月社団法人熊本県林

業公社の経営状況を説明する書類の一部訂正

についてでございますが、さきの９月県議会

に提出いたしました社団法人熊本県林業公社

の経営状況を説明する書類に一部誤りがござ

いました。まことに申しわけなく、心からお

わびを申し上げます。

詳細につきましては、後ほど担当課長から

説明をいたさせます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○松田三郎委員長 それでは、補正予算関係

につきまして、まずは麻生農産課長。

○麻生農産課長 農産課でございます。座ら

せて説明させていただきます。

２ページをお願いいたします。

農作物対策費でございますが、前段の米麦

等品質改善対策事業費１億3,000万円の増額

をお願いしているところでございますが、こ

れは国際的な食糧の自給逼迫、穀物価格高騰

の中で小麦の代替として注目が集まっており

ます米粉の需要に応じた米粉用米生産の拡大

を図るため、米粉用加工施設の整備に対しま

して熊本製粉に補助を行うものでございま

す。

次に、後段の生産総合対策費でございます

が、先ほど部長の説明にありましたように緊

急補正対策として取り組むものでございます

が、3,075万円増の補正をお願いしておりま

す。
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原油価格等の影響を受けまして生産コスト

が増加しておりますイグサ、たばこ、稲作農

家の負担を軽減するため、燃油使用量の削減

を図る遠赤外線加熱装置、具体的にはエコプ

レートとかインバーターとか、そういう省エ

ネ機械の導入に対して補助を行うものでござ

います。

農産課といたしましては、１億6,075万円

の増額をお願いするものでございます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

○大田黒園芸生産・流通課長 園芸生産・流

通課の大田黒でございます。座って御説明さ

せていただきます。

予算資料の３ページをお願いいたします。

農作物対策費の中で野菜振興対策費でござ

いますが、8,448万9,000円の増額補正をお願

いしております。

野菜価格安定対策事業につきましては、説

明欄に記載しておりますように、野菜価格低

落時に生産者に補てん金を交付しております

けれども、今回、平成20年度の必要造成額の

確定に伴いまして増額補正をお願いするもの

でございます。

あわせまして、下段でございますが、指定

野菜の価格安定資金に不足が生じた場合に、

野菜価格安定資金協会に不足額の補助金を支

払い保証するために債務負担行為を設定する

ものでございます。

以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いをいたします。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

４ページをお願いいたします。

まず、水とみどりの森づくり事業費におき

まして1,400万円余の増額補正をお願いして

おります。

その内容でございますけれども、説明の欄

に記載しておりますシカ等森林被害防止対策

事業、これはシカ被害防止施設に対する助成

を行う事業でございますけれども、これにつ

きまして、被害の予想以上の拡大を受けまし

て、追加して緊急に実施するものでございま

す。

次に、その下の森林病害虫等防除費におき

まして70万円余の増額補正をお願いしており

ます。

これにつきましては、市町村が実施します

松くい虫被害の防除対策に対して補助を行う

事業でございますけれども、防除の方法につ

きまして、町の計画変更を受けまして、一部

地上から薬剤の散布を行うやり方から木に薬

剤を注入するやり方に変更することに伴うも

のでございます。

森林整備課関係につきましては以上でござ

います。よろしくお願いいたします。

○下林林業振興課長 林業振興課です。

５ページをお願いいたします。

林業振興指導費の国庫支出金返納金で846

万1,000円の増額補正をお願いいたしており

ます。

これは、緑川森林組合が、平成８年度に、

林業山村活性化林業構造改善事業の補助を受

けて、美里町――旧中央町に当たりますけれ

ども、この地に整備しました杭木加工工場に

ついて、採算性の悪化から事業中止せざるを

得なくなったため、国庫補助金相当額を返納

するものでございます。

続きまして、林道災害復旧費の現年林道災

害復旧費で3,688万2,000円の増額補正をお願

いいたしております。

今回は、８月22日からの豪雨及び９月29日

からの台風15号によりまして林道施設などに

被害が発生したことから早急に復旧するもの

で、八代市の板持陣之内線を初め、７路線10

カ所について、市及び村が実施する復旧費を

補助するものでございます。

林業振興課は以上でございます。よろしく
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御審議のほどお願いいたします。

○藤崎森林保全課長 森林保全課です。よろ

しくお願いします。

６ページをお願いします。

治山費で２億7,300万円余の増額補正をお

願いしております。

まず、治山事業費ですが、２億5,090万円

の増額補正をお願いしております。

、 、これは 当年度発生の山地災害箇所のうち

緊急治山事業に準ずる緊急性を有する箇所に

つきまして対策補助を行い、早期に復旧を図

るものであり、今回は６カ所を予定しており

ます。

次に、単県治山事業費ですが、120万円余

の増額補正をお願いしております。

これは、現年発生の山地災害箇所のうち、

比較的規模が小さく国庫補助の対象とならな

い被災箇所に対しまして、市町村が実施主体

となり復旧を計画している箇所について助成

するものであり、今回は２カ所予定しており

ます。

次に、保安林整備事業ですが、2,160万円

の増額補正をお願いしております。

これは、林木が過密化し、水土保全機能が

著しく低下した保安林のうち、緊急に保安林

の機能を維持、強化する必要のある箇所につ

いて保安林改良、本数調整伐を実施するもの

であり、今回は４カ所を予定しております。

続きまして、治山施設災害復旧費の過年治

山災害復旧費で230万円余の増額補正をお願

いしておりますが、これは平成19年度発生の

治山施設災害箇所におきまして当初想定して

おりませんでした被災施設の撤去処理費が追

加として上がってまいりました。このことに

よる増額であります。

以上、森林保全課としましては、２億7,60

0万円余の増額補正をお願いしております。

御審議のほどよろしくお願いします。

○岩下水産振興課長 水産振興課の岩下で

す。

７ページをお願いいたします。

漁業経営構造改善事業の国庫支出金返納金

280万円余の増額をお願いするものでござい

ます。

これは、昭和60年の天草漁協、旧苓北町漁

協のアワビ種苗生産施設の処分に伴います国

庫支出金の返納でございます。

、 。以上 水産振興課として１件でございます

どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○伊藤農林水産政策課長 農林水産政策課の

伊藤でございます。よろしくお願いいたしま

す。

資料の８ページをお開き願います。

例年２月議会で設定しております繰越明許

費につきまして、今回12月議会での提案を行

っておりますので、その趣旨等について御説

明をさせていただきます。

繰越明許費につきましては、これまでは、

翌年度に繰り越しが必要となる事業費を見き

わめた上で、２月補正予算案とあわせて設定

を行ったところでございます。

しかしながら、12月議会で繰越明許費の設

定を行うことによりまして、早期発注、早期

完了が可能となりましたことから、財政課等

関係課で繰り越し設定の時期について協議を

行いました結果、今年度から12月議会で設定

をお願いすることとしたものでございます。

なお、従来、繰越明許費として設定する金

額につきましては、事業箇所単位を積み上げ

設定しておりましたけれども、今回から繰越

総額の枠設定方式に変更をしているところで

ございます。

具体的には、予算課目の項ごとに過去３年

間で最も設定率の高かった年度の設定率を９

月補正後の予算額に掛けて設定額を算出して

いるところでございます。
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これによりまして、設定額は、農業費で13

億8,100万円、畜産業費で１億6,700万円、農

地費で33億1,800万円、林業費で39億8,000万

円、水産業費で12億4,900万円、農林水産業

災害復旧費で13億9,900万円の設定額となっ

ております。

以上、よろしくお願いいたします。

○藤井農業技術課長 農業技術課の藤井でご

ざいます。よろしくお願いします。

資料の９ページをお願いします。

これは職員の交通事故でございまして、和

解及び損害賠償についての専決処分の報告で

ございます。

内容につきましては、10ページで御説明を

いたします。

この件につきましては、９月議会で報告い

たしました物損事故に伴う賠償額と同じ案件

でございまして、今回は人身事故に伴う賠償

額についてでございます。

改めまして、事故の概要をかいつまんで申

し上げますと、平成19年５月14日に、国道32

4号線を走行中の公用車が、天草市太田町に

おきまして中央線をはみ出したために、対向

車線を走っておりました普通乗用車の側面に

接触したものでございます。

相手方に頸椎捻挫、それから腰部打撲の治

療が必要ということで、人身事故として交渉

を行ってきたところでございますが、その結

果、相手に賠償額183万8,447円を県加入の任

意損害保険から支払うことで決着いたしまし

て、本年11月14日に専決処分を行ったもので

ございます。

職員の交通事故防止につきましては、今後

さらなる注意喚起を図ってまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。

○松田三郎委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、まずは、今説明がありまし

た議案について質疑を受けたいと思います。

質疑はございませんか。

○前川收委員 農産課、米粉生産施設の補助

ということで１億3,000万、これは国庫補助

だけでトンネルみたいなやつだろうと思いま

すが、補助先が熊本製粉といういわゆる民間

の会社ですよね。

農業予算の今までの使い方から見ると、純

粋に民間の会社に対して設備費補助というの

は余り聞いたことがないわけでありますし、

やるなという意味じゃないんですけれども、

その会社にその米粉生産機械の補助をやって

いただいていいんですが、あと県内生産と今

回の補助がどうつながっていくかということ

ですね。

つまり、熊本の生産者団体とか生産者が、

そこをいかに使って米粉生産がたくさんでき

てくるようになるのかという、その連携の構

築ができないと、ただ単に民間企業にやりま

したという話だけでは、なかなか私自身は少

し理解できないところがあるんですけれど

も、その辺は、どういうふうにその連携構築

ができるような話になっているのか、なって

ないのか、まず第１点、そのことをお聞きし

たいと思います。

○麻生農産課長 今御指摘がございましたよ

うに、今回、民間の会社に補助するわけです

けれども、これは今回の緊急対策の中で、特

に、今おっしゃられたような商工連携を今後

進めていくという一環として進めるわけでご

ざいまして、生産から消費までやるというこ

とで、我々としては、いかに生産をやるかと

いうことが重要だというふうに思っておりま

す。

この米につきましては、新規需要米という

ことで原則として県産米を使用するというふ

うなことになっておりまして、ただいま価格

交渉、計画等を農業団体を通じて交渉を行っ

ているところでございます。
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○前川收委員 ぜひそこをしっかりやってく

ださい。補助ですから、これは使い切りです

から、戻さなくていいわけですから、民間企

業としては、それは機械ができたのでどんど

ん米粉をつくりましょうと、これは利益を上

げるわけですよ。利益を上げていただくこと

は結構ですけれども、それは何のために入っ

た補助なのかという前提から考えれば、農商

工連携はわかりますから、地元のやっぱり生

産団体がきちっとした利益も一緒に――この

１億3,000万というお金は、別に熊本製粉だ

けがもらうという意識じゃなくて、地元の生

産者、生産者団体等と一緒だという前提でや

らないと、ちょっと民間にこれだけの大きな

額が国庫補助とはいえ入っていくことについ

てはやっぱり説明ができなくなっていくと思

いますので、この後どういう形で連携してい

ったかということについては御報告をしてい

ただきたいと。来年度産からですかね……

（ はい」と呼ぶ者あり）御報告していただ「

きたいと思いますけれども、そこはやっぱり

県としては、トンネルなのかどうなのかよく

わかりませんが、一応県の一般会計の中に入

って支出がされるわけでありますから、そこ

は責任ある対応というのをきちっとやってい

ただきますようにお願いをしておきます。

もう１つ、今回から繰越明許が12月県議会

で提案されて、これまでの積み上げじゃなく

て枠組み方式ということになったということ

で、過去３年間の最大の繰越明許をやった額

をこの額に想定しているということでありま

すので、まあわからぬではありません。

ただ、繰越明許が恒常化しているという前

提がその背景にはあるんでしょうけれども、

私は、繰越明許が悪いと言っているんじゃな

いんですよ。むしろ、普通の民間の皆さんか

ら考えれば、行政が厳格に守っている単年度

主義、会計の単年度主義、これが民間経済に

は非常に弊害に感じるところがたくさんござ

います。

年度末までに終わらなきゃならない、年度

が始まって新しい予算がないと次の事業は入

っていけないという、このタイムラグが必ず

あるわけでありますから、そのタイムラグと

いうのは、民間にとっては非常に大きなタイ

ムラグになってますので、繰越明許は、必要

であれば私は遠慮することなくどんどん出し

ていただきたいというふうに思ってますし、

そこで逆に民間の経済とのタイムラグを解消

するという方法だって――ゼロ県債、ゼロ国

債とあわせて、繰越明許というのは、方法論

としては、最初からやりますとはなかなか言

いにくい話だとは思いますけれども、現実に

やっぱり年度内に終わらないやつという見通

しが立つものについては、終わらないからや

めますというわけにはいかないわけですか

ら、それでも終わらなそうだから発注しませ

んとか、そういうわけにもまたいかないとい

うことでしょうから、繰越明許をどんどん使

っていただきたいというふうに思います。

ただし、これで聞きたいことは、枠組み設

定をなさったのはいいんですけれども、枠が

足りませんと、過去３年間の最大がことしの

ほうがもっと大きくなると、可能性としては

あるわけですね、最大値ですから。その場合

、 、は 必ず２月補正でもう一回お願いをすると

もしくは枠が余ったという部分についても２

月補正でやるのか、そこの点について。

○伊藤農林水産政策課長 まず、枠が足らな

、 、い場合でございますが これにつきましては

２月の議会でまた枠の追加をお願いしたいと

いうふうに考えております。

、 、それから 枠が余った場合でございますが

これは繰越明許費というのは一応限度額を設

定するということになっておりますので、そ

の範囲であればいいということで、何かその

補正予算みたいに落とすとか、そういうこと

はございませんので、そういう形で対処した
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いと思っております。

○前川收委員 じゃあ、枠にこだわらずにと

いうわけにはいかぬでしょうけれども、枠が

これだけだから、もうこの事業は繰越明許は

、 、できませんと だからここで打ち切りますと

事業が確定したここまでで終わりですという

ようなことにはならないですね。はい、わか

りました。ぜひそういう形でお願いをしたい

と思います。

以上です。

○松田三郎委員長 これは、ほかの部局も一

緒にということですね。

○伊藤農林水産政策課長 はい、これはもう

全庁的にでございます。

○田代国広委員 関連して繰り越しについて

ですけれども、114億、かなり私の認識では

膨大な金額に見えるんですが、当初予算を調

べればわかると思いますが、全体の事業に対

するパーセントがどれだけかと、もう１つ心

配されるのは、事故繰越しですね。事故繰越

し等につながる危険性はないのかどうかをお

尋ねしたいと思います。

○伊藤農林水産政策課長 20年度の部の合計

の予算といたしましては、12月の補正を御審

議願いました後が716億ほどでございますの

、 、で それから比べますと114億ということで

７分の１近くにはなっている状況でございま

す。

、 。それから 事故繰越しにつきましては……

○下林林業振興課長 先生御指摘の点につき

ましては、昨年度林業事業におきまして事故

繰越しがあったわけですが、これは御承知の

ように美里町を中心にしました災害で、資材

搬入路が決壊し、その復旧が相当おくれたこ

とによる事故繰越しでございました。

今回の繰り越しにつきましては、林業事業

費繰り越しは、事故繰越しの可能性はござい

ません。

○田代国広委員 繰越明許についてですが、

早目に12月はこうしてこれをすると、基本的

には繰越明許は避けるべきなんですよね、基

本的には。しかし、諸般の事情でやむを得ず

繰り越すというのが、この繰越明許の基本的

なスタイルと思います。

先ほど前川委員おっしゃったように、事業

、 、 、の平準化を考えると 最近では 繰越明許は

おおむね認められるというか、余り批判され

ないような制度になっとるわけですよね。

しかし、基本的には、やはり繰越明許はで

きるだけ避けるという原点、原則は、しっか

りとやっぱり認識して行政の中で取り組んで

いくべきだと思いますが、その点どうお考え

ですか。

○伊藤農林水産政策課長 確かに委員御指摘

のとおりではございますが、工事関係、いろ

いろな事情があって、やむを得ずこういう繰

越明許の設定をお願いしているところでござ

いますので、今後とも、年度初めにつきまし

ても、なるだけ早期に発注できるように努め

てまいりたいと思っております。

○松田三郎委員長 よございますか。ほかに

ございませんか。

○岩中伸司委員 今のに関連して、申しわけ

ありませんが、繰越明許費、今回この制度が

変わって、制度というか、期間がこの12月議

会で提案されているということで、これはこ

れまでずっと――従来は、私が知る限りは、

もう２月議会、ずっとこの間はそうだったん

ですかね。これは、こういうこともあったん

ですか、途中で。
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○伊藤農林水産政策課長 今回が初めてでご

ざいますので、今までは箇所ごとに積み上げ

をして２月議会に上程していたところでござ

います。

○岩中伸司委員 特に、12月議会でこの提案

をするということは、先ほど説明があったと

おりに、やっぱり早期に発注をしなきゃなら

ぬとかということとかあるもので、それには

今回の自然保護課の問題とは関係は全くない

ですね。

○伊藤農林水産政策課長 それは特段考えて

おりませんけれども。

○岩中伸司委員 これは、やっぱり慎重に―

―これまでの事業の経過からして、やっぱり

12月議会で繰越明許をきちっと提起をしなけ

れば事業推進ができないという、純粋な事業

の円滑な運営ということでの提案理由と理解

していいですか。

○伊藤農林水産政策課長 全国的にも、26都

道府県が、こういう２月議会以外での必要に

応じての繰越明許の設定も行っておりますの

で、これはもう全国的な流れといいますか傾

向と考えていただいて結構だと思います。

○岩中伸司委員 はい、わかりました。

○松田三郎委員長 ほかにございませんか。

○岩中伸司委員 もう１つ、農産課にお尋ね

しますが、原油高騰対策特別事業で3,075万

ですか、補正が出てますけれども、今の説明

だと省エネ機械の導入の補助ということです

けれども、これまでと何か燃料の使い方が大

きく違う機械が開発されたとか、そういうこ

とがあるわけでしょうか。

○麻生農産課長 特に変わったということで

はございませんが、１つは、イグサ、たばこ

について申しますと、エコプレートというこ

ういうシラス状のやつがございまして、これ

に熱が当たることによって遠赤外線が発生し

て熱効率がよくなるというものが１つござい

ます。

、 、それからあと インバーターといいまして

これは普通の空調等につけております熱風の

風量調整をすることによって省エネが可能と

いうようなものでございまして、中身につい

ては、機械と申しましたけれども、そういう

たぐいのものでございます。

○岩中伸司委員 ちなみに、それは何％ぐら

い省エネになるんですか。

○麻生農産課長 エコプレートにつきまして

は10％、インバーターにつきましては５％と

いうふうに言われております。

○岩中伸司委員 最近は、地球温暖化の問題

でいろいろ議論されている中で、私、この前

も特別委員会の中でちらっと話したんです

が、省エネ、エコ何々という形の政策を進め

る中で、逆にＣＯ をかえって多く発散する２

ような、そういう事業形態になっているとい

うふうな、そういう説もあるんですね。

ですから、今具体的に、お手元に持ってき

ていただいて説明いただいたんですが、そう

いうやつを生産する中で、さらにＣＯ が多２

く出ているというふうな、そういう分析も一

方ではあるので、私としては、今回のこの省

エネの問題については、10％ないしそれから

５％ぐらいは削減できるということでの、こ

れはそういう見解でこの事業が進められてい

るということでしょうから、まあやむを得な

いとは思いますけれども、相対的に地球温暖

化ということの中での枠組みですべて物を考
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えていったらちょっとやっぱりいかぬなとい

うふうな思いをしていますので、これは私の

意見だけど。

○田代国広委員 ４ページのシカの森林被害

の件ですが、８万6,000メーターの分が1,466

万かなと思いますが、これは該当する市町自

治体に補助金という形で出ていくわけでしょ

うか。もしそうだとするならば、その自治体

が負担する割合ですね、単県でやるのか。そ

して、この８万6,000というのは、森林をネ

ットかなんかで囲むわけですかね。

○織田森林整備課長 この事業につきまし

て、１つは、補助対象につきましては、森林

所有者等、森林組合とか森林所有者の方に直

接補助する事業となっております。

それと、もう１つ、定額助成をしておりま

して、いわゆる事業費があってその何％とい

う定率補助ではありませんで、資材をつける

ときにちょっと計算式をやって幾らというふ

うに補助しておりますので、直接市町村の負

担は生じないというような仕組みの事業にな

っております。

やっていることは、１つは、委員おっしゃ

ったように、例えば、網で植えたところの周

囲を囲うというようなものもありますし、あ

ともう１つ、剥皮被害といいまして、シカの

角で木の皮をはぐような被害があるんですけ

れども、それにつきましては、バークガード

、 、といいますか 幹に直接こうネットを張って

その剥皮被害を防止する施設、その２種類の

施設がございます。

○田代国広委員 ８万6,000メーターという

のは、森林を囲むわけですか。それとも、木

を１本囲むやつの積算ですか。

それともう１つ、例えば、森林組合なり個

人がされる場合の個人なり組合の負担です

ね。これはどうなっているんですか。

○織田森林整備課長 今回の補正分につきま

しては、ネットで囲う方の、その周囲を囲う

やつですね。そっちの方を……。

○田代国広委員 全体を。

○織田森林整備課長 ええ、全体を囲うとい

うものでございます。

それから、森林組合等の負担につきまして

は、基本的には、いろいろ補助事業等も組み

合わせをいたしまして、何といいますか、全

くゼロじゃありませんけれども、いろいろや

り方によって変わってくると思いますけれど

も、極端にといいますか、追加で負担が多く

なるような仕組みにはしていない状況でござ

います。

○田代国広委員 ８万6,000メーターといい

ますと、面積になるとどれぐらいの面積に該

当されますか。

○後藤森林整備課農林水産審議員 森林整備

課です。

メートルにつきましては、概算でございま

すけれども、大体ヘクタール100メートル四

方ですので、ちょっと形があって面積はつか

んでおりませんが、単純に割りますと400メ

ートルで割った面積ですね。ちょっと面積と

してはつかんでおりませんが、そういう400

で割りますと大体２万ヘクタールですか、そ

うじゃないかと思います。

○織田森林整備課長 やっぱりいろんな森林

の形状がございますので、ちょっとメートル

とヘクタールが直接――今回はメートルで予

算把握といいますか、計上をしておりますも

のですから、ちょっと面積は、この場では正

確な数字は申し上げられない状況でございま

す。
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○田代国広委員 この事業は、今回初めてで

すかね。過去にもやっておりますか。もしや

っておるなら、その効果といいますか、そう

いったものがあると思いますが。

○織田森林整備課長 シカの被害の防止のた

めにネットを巻くという事業は、取り組みは

従来からやっておりましたけれども、この税

事業を使いまして資材費に直接定額補助をす

るというのは、今年度からの新しい取り組み

でございます。

○髙木健次委員 水産振興課、７ページです

けれども、アワビ種苗生産施設の処分に伴う

返納金、これはアワビの種苗施設の用をなし

ていないのか。新たに違う用途に使うとか、

もうこの種苗施設の必要性がないから処分と

か、要するに処分ですから廃止するわけでし

ょう。何かその背景、状況というのは、どう

なっていますか。

○岩下水産振興課長 先ほどもお話ししまし

たように、これは昭和60年度に苓北町漁協が

つくったアワビの施設でございますが、60年

当時、当初スタートは非常に順調にいったん

ですが、筋萎縮症というアワビ特有の病気が

ございまして――アワビの中には、クロアワ

ビ、メガイアワビ、マダカアワビと３種類ご

ざいます。

特に、一番人気の高いクロアワビという非

常に肉質の厚いアワビがございますが、これ

に非常に出まして、この病気はここだけじゃ

なくて、全国的に種苗生産そのものが非常に

難しいというものでございます。

その後、県も入りまして、いろんなこの対

策協議会を地元とつくりまして、その対策を

随分長く検討した経緯がございます。

ただ、なかなかそれが難しいということで

今回中止するんですが、この跡地の利用につ

きましては、県内のあるメーカーがここを利

用したいというような話もございまして、随

分ここにつきましても検討いたしておりま

す。

ただ、この施設が作業棟と電気棟と２棟ご

ざいまして、それをメーカーの希望する施設

に改良するには非常にコスト的に高くなると

いうこともございまして、そういった検討を

重ねた結果、返納するという形に至った経緯

がございます。

以上でございます。

○髙木健次委員 ということは、もうこのア

ワビの種苗施設は、そういう事情で非常に難

しいということで、今後この類似的な施設等

はもうつくらないと、県としては、この施設

はアワビの育苗にはもう関係しないというこ

とですね。

○岩下水産振興課長 その筋萎縮症といいま

すのは、感染症というところまではわかって

いるんですが、これが細菌なのかウイルスか

というのがまだよくわかっておりません。

ですから、これは県の採苗漁業協会のほう

でも非常に苦労しているところでございまし

て、この辺の解決がないとなかなか、県内で

アワビの種苗生産を継続する、あるいは再開

するということは難しいのかなというふうに

判断しております。

○髙木健次委員 ただ、水産関係も、非常に

苦しい状況の中で、やっぱりアワビの種苗と

、 、か いろいろな水産物の開発とかに関しては

その辺があればこれからの水産業にも非常に

資するものがあるという感じがするんですけ

れどもね。じゃあ、今後は、もうこれは一切

やらないということですね。

以上、わかりました。

○松田三郎委員長 ほかにありますか。
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ないようでございますので、以上で質疑を

終了いたします。

ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号について採決したいと思います。

議案第１号について、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○松田三郎委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○松田三郎委員長 はい。それでは、そのよ

うに取り計らいます。

次に、その他に入ります。執行部から報告

の申し出が３件あっております。

まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。

それではまず、伊藤農林水産政策課長から

順次報告をお願いします。

○伊藤農林水産政策課長 それでは、くまも

との夢４カ年戦略の概要につきまして御報告

をさせていただきます。

この４カ年戦略案につきましては、総務常

任委員会での付託審議となっておりますが、

県政全般に関する計画でございますので、当

常任委員会におきましても、その概要につい

て御報告をさせていただくものでございま

す。

また、くまもとの夢４カ年戦略（案）は、

別途お配りさせていただいておりますけれど

も、本日は、その概要版であります４カ年戦

略の概要で御説明をさせていただきます。

それでは、１ページ目をごらんいただきた

いと思います。

くまもとの夢４カ年戦略とは、についてで

ございます。

本戦略は、蒲島県政におけるこの４年間の

県政運営の基本方針でございまして、また、

本戦略の策定後は、現総合計画パートナーシ

ップ21くまもとと置きかわることとなる予定

でございます。

次に、２のくまもとの夢４カ年戦略のポイ

ントについてでございます。

本戦略は、マニフェストを基本としてつく

られております。これまでの総合計画は、10

年間程度を計画期間としてつくられていまし

たけれども、知事の任期に合わせた平成24年

３月までを計画期間としているところでござ

います。

続きまして、３くまもとの夢４カ年戦略の

構成についてでございます。

経済上昇くまもと、長寿安心くまもと、品

格あるくまもと、人が輝くくまもとの４つの

、 、分野において それぞれ３つの戦略で構成し

全体で12の戦略を掲げているところでござい

ます。

また、くまもとの夢とは、生まれてよかっ

た、住んでよかった、これからもずっと住み

続けたい熊本の実現でございます。

くまもとの夢の実現に向けた取り組みとい

たしまして、それぞれの戦略には目標と複数

の指標を示し、その目標の達成に向けて取り

組む主な施策や、この４年間で着実に成果を

上げたい重点的に取り組む施策を記載してい

るところでございます。

、 、また 喫緊の課題への対応といたしまして

行財政改革、川辺川ダム問題、水俣病問題へ

の対応、そして熊本市の政令指定都市誕生へ

向けた県の姿勢も記載しているところでござ

います。

それでは、２ページ目をごらんいただきた

いと思います。

まず、経済上昇くまもとについてでござい

ますが、これは稼げる県に向けた産業振興に
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取り組むものでございます。

魅力的で豊かな基盤を持ち、世界に飛躍す

、 、る農林水産業の振興を初め 県経済を牽引し

活力があり、雇用を創出する商工業や「記憶

に残る観光地」歴史回廊くまもとに向けまし

た観光産業の振興を図りたいと考えていると

ころでございます。

農林水産業におきましては、指標として、

農林水産業の生産額や県内食料自給率、耕作

放棄地と休耕田の解消による作付増加面積な

どを掲げております。

また、星印をつけてありますのは、特に重

点的に取り組む施策でございまして、県産品

の認知度向上と販売チャンネルの拡大、担い

手の育成、耕作放棄地及び休耕田の有効利用

促進の３つとしているところでございます。

次に、３ページをごらんいただきたいと思

います。

長寿安心くまもとについてでございます

が、県民一人一人が人権を尊重され、健やか

に生きがいを持って力を発揮できる社会に向

けた取り組みを初め、住みなれた地域で安心

して暮らすための医療、福祉の体制整備や安

全、安心で住みやすい社会に向けた食の安全

や消費生活、防犯、防災対策など、安心、安

全に暮らすことができる社会づくりに取り組

むこととしております。

次に、４ページをごらんいただきます。

品格あるくまもとでございますが、だれも

が誇りと魅力を感じるくまもとづくりを行う

ものでございます。

地域の歴史、文化などを生かした魅力あふ

れる地域づくりを初め、低炭素、循環及び共

生を基調といたしました持続可能な社会づく

りに取り組みたいと考えております。

また、九州新幹線の全線開業を契機といた

しまして、交流人口の増加、認知度向上に向

けた取り組みや道路交通ネットワークなど、

県土基盤の強化に取り組みたいと考えており

ます。

続きまして、５ページをごらんいただきた

いと思います。

人が輝くくまもとでございますが、子育て

支援を中心とした子供の笑顔があふれる社会

、 、づくりや夢へのかけ橋となる教育 さらには

働くことを通して自己実現できる社会の構築

に向けて取り組むこととしております。

以上の取り組みにより、それぞれに掲げた

目標を達成することで、県民幸福量の最大化

を図りたいと考えているところでございま

す。

最後に、６ページ目をごらんください。

くまもとの夢４カ年戦略の推進体制につい

てでございます。

情報公開の徹底や県民総参加による県政運

営を初め、県民との連携、協働について記載

をしているところでございます。

また、目標達成に向けた進捗状況を、本戦

略に掲げてあります指標により県民にわかり

やすく説明できますよう政策評価を活用する

とともに、成果重視の県政運営に取り組むこ

ととしているところでございます。

４カ年戦略の概要については、以上で説明

を終わらせていただきます。

○進藤農村計画・技術管理課長 農村計画・

技術管理課でございます。座って御報告させ

ていただきます。

お手元の資料報告事項２の国営川辺川土地

改良事業の現状と今後の進め方についてでご

ざいます。

まず、１番の現状でございますが、３つ目

のポツのところの「農林水産省は、８月末の

平成21年度政府予算概算要求において、本事

業の予算を見送ったところ」というところま

で、９月の本常任委員会で報告させていただ

きました。

、 、その後は この４点目からでございますが

相良村におきまして、10月１日、前村長や現

村議らが発起人となりまして、身の丈に合っ
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た利水事業案を策定するとして、研究会、こ

れは国営川辺川利水事業に関する相良村有識

者会議というふうに言っているようでござい

ますが、この研究会を立ち上げまして、10月

23日に一定の条件がクリアできれば国営事業

を推進するとの方針を決定しております。

続きまして、この研究会は、11月４日の会

合におきまして、農水省新案の取水箇所に加

え、既存の取水口、これは現在の飛行場用水

路の取水口の六藤取水口でございますが、こ

れを併用する独自の利水案の推奨や農家の水

田賦課金の格差是正など９項目の基本方針を

決定しております。そして、11月11日に相良

村長及び相良村議会に説明いたしまして、６

市町村長会議での検討並びに相良村内農家へ

の説明会開催を要請しております。

しかしながら、農水省新案はダムができれ

ばダム案であり、容認できないとしてきた利

水訴訟原告団は、この相良村の研究会の方針

に対しまして、国はダム建設を完全に否定し

ておらず、利水事業の推進は時期尚早との声

明を発表するなど、地元の合意形成の見通し

はまだ不透明な状況であります。

ただ、12月11日に６市町村長会議が開催さ

れておりまして、相良村の研究会から提出さ

れました利水事業の基本方針につきまして協

議がなされております。その中で、６市町村

長として今回の提案をしっかりと受けとめ、

丁寧に議論をするということとされました。

具体的には、今後、６市町村の担当課長な

どで構成される幹事会というものにおきまし

て利水事業の基本方針についての課題の検討

を行い、来年１月中には６市町村としての考

え方の整理を行うということにしておりま

す。

、 、その上で 平成22年度の概算要求に向けて

２月中に相良村での農家説明会に入っていく

方向で検討を進めていくというふうにされて

おります。これが現状でございます。

続きまして、２番の今後の進め方について

でございますが、これにつきましては、やは

りこの事業、土地改良法上、関係市町村の合

意や農家の３分の２以上の同意が必要である

ということで、まずは関係市町村において、

農家の意見、要望等を十分踏まえ、地元の合

意形成が図られることが必要ということでご

ざいます。

県といたしましては、水を必要とする農家

の思いを念頭に置きまして、引き続き国や市

町村の動向等を見きわめつつ、関係市町村間

の合意形成に向けて必要な支援に努めていく

所存でございます。

以上でございます。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

社団法人熊本県林業公社の経営状況を説明

する書類という冊子に挟んでおります２枚紙

の同書類の一部訂正についてという資料をご

らんいただきたいと思います。

、 、冒頭 部長のほうからも申し上げましたが

本年９月の定例会におきまして、この林業公

社の経営状況を説明する書類というものを提

出したところでございますけれども、その中

の平成19年度決算書の貸借対照表に誤りがご

ざいました。

具体的には、貸借対照表全体が、本来19年

度の決算上の数値を掲載するところを前年度

の18年度の決算のものを掲載しておりまし

た。その２枚紙の２枚目にあります正誤表の

とおりでございます。

議会に提出する資料におきまして、このよ

うなミスを発生させてしまいましたことにつ

きまして、心からおわびを申し上げます。

今後におきましては、資料作成のやり方あ

るいはチェックのやり方を改めまして、この

ようなことを起こさないよう努めてまいりた

いというふうに考えてございます。

なお、本年の12月８日付で、知事名で県議

会議長あてに訂正の報告をさせていただいて
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おります。

また、今常任委員会終了後、直ちにすべて

の県議会議員の先生方に再度この資料をお配

りさせていただきたいと思います。

常任委員会の先生方にも、大変御迷惑をお

かけいたしました。重ねておわび申し上げま

す。大変申しわけございませんでした。

○松田三郎委員長 それでは、報告が終了い

たしましたので、今の３件の報告について、

その他はまた別個で設けますので、今の報告

について質疑はございませんか。

伊藤課長、私からちょっと確認ですけれど

も、その夢４カ年につきまして、それは自民

党も部会で、全体について、いろいろ勉強会

なり意見交換会をいたしまして、今までの県

計画と、期間といい策定の作業の仕方、かな

り違う面があったんだろうと思います。

、 、 、それで 農林水産部 具体的にいいますと

この２ページに概要で主な施策等も書いてあ

りますが、要は企画課がすべての取りまとめ

をやったんですかね、今度……（ はい」と「

呼ぶ者あり）企画課から各部局、ここでいう

なら農林水産部に、こうこうこういうことで

――当然縛りは、マニフェストにほとんど書

いてあることに従ってつくるということでし

ょうけれども、具体的には、まず筆頭課かな

んかに来て、そこからまた各課にこういう趣

旨でいついつまでこう上げてくださいという

ような流れでまとめたのかどうかという、そ

のプロセスをちょっとお伺いしたいと思いま

す。

○伊藤農林水産政策課長 今おっしゃいまし

たように、基本的には企画課が全庁的な取り

まとめを行っておりまして、企画課の指示の

もと筆頭課であるうちの課に来まして、そこ

から各課に作業とかをお願いするという形で

、 、行ってますので 農林水産部につきましては

うちの課がまとめて企画課とやりとりしなが

らつくっていくということで進めてまいりま

した。

○松田三郎委員長 どうですか、上がってき

た――こういうケースがあり得るんでしょう

けれども、マニフェストには書いてないけれ

ども、自分たちはこう思うとか、こうしたい

というのが、中には――マニフェストもすべ

てを網羅しているわけじゃないでしょうか

ら、そういったケースの取り扱いとか、ある

いは上がってきたのを全部そのまま企画課に

上げるんじゃなくて、やっぱり何らかの取捨

選択も場合によってはあったのかなと思いま

すけれども、大ざっぱでいいですけれども、

その点はどうでしょうか。

○伊藤農林水産政策課長 当然、知事のマニ

フェストを意識した形で今回は作成をしてお

りますので、その中で主な施策等を見ていた

だきたいと思いますが、基本的にはもう知事

のマニフェスト――知事のマニフェストも、

相当農林水産業には力が入っておりまして、

相当な項目が入っておりますので、基本的に

は入っているのかなと思っておりますけれど

も、そんなにうちの部の施策と今回の計画づ

くりの中でそごが生じたということは基本的

にはございませんので。

○松田三郎委員長 １点だけ、最後確認。

各課から上がってきて、政策課で、例えば

これは要らぬどとか、これはふさわしくない

といってカットしたのがあるかどうか。

○伊藤農林水産政策課長 基本的にはござい

ませんので。

○松田三郎委員長 はい、以上です。

○前川收委員 川辺川土地改良事業について

ちょっとお尋ねをしたいと思います。
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一昨年、特別委員会までつくって、新しい

農水省新案を引っ張り出してきたという過程

がありました。その後、８月に入る７月の終

わりぐらいだったですかね、当時の村長さん

の意見がころっと変わって、簡単にいえば今

の膠着状態に入ってしまったということなん

ですけれども、それから２年ぐらいもうたっ

たんですかね、２年半ですかね――１年半ぐ

らいですね。約２年ですよね。

土地改良法上の規定でいけば、受益農家の

３分の２の同意というのが法律上の要件であ

ることはよくわかっています。つまり、事業

としてやろうとするときに、３分の２の合意

がとれれば法律上は事業として成立するとい

うことなんですけれども、この経過した時間

というものが、本当に水を待ち望んでいると

いう当時の話があった皆さん方からどのよう

に変化しているのかなというのが、非常に私

は不安に思っているところであります。

つまり、当時アンケート調査までやり直し

て、受益の皆さん方の水の要望が高い人たち

に一たん絞り込んで新しく計画をつくり直し

たという経緯があります。

現実的に、ほかの土地改良事業でもそうで

すけれども、今は３分の２の同意がとれれば

法的要件がありますからいけますと、事業を

やりますと言ったって、現実的にはやっぱり

なかなか３分の２だけしか認めない状況で、

本当に事業を実施するというのは非常に難し

い場面があると思うんですね。特に、面整備

とかが絡んで面的なものになると。圃場整備

なんかは、もう９割以上の同意というのがな

いとやっぱり事業化できないという、法律で

はない現実的な選択として事業化できないと

いう前提があるというふうに思いますけれど

も、その水を待ち望む農家の気持ちというの

は皆さんに聞いてもよくわからないと思いま

すが、現状どのような雰囲気なのかなという

のは、執行部に聞くより松田委員長に聞いた

ほうが早いかもしれませんけれども、ちょっ

とその辺のところのつかんでいらっしゃるニ

ュアンス、感触があれば教えていただきたい

と思います。

○松田三郎委員長 大分現場にも入っており

ますので、ぜひ進藤課長。

○進藤農村計画・技術管理課長 今前川委員

からの御指摘でございますが、確かに、この

農水省新案というものにつきまして、熊本県

として、整理してから、これ18年の４月でご

ざいますので、約２年と５カ月たってござい

ます。

そういった中にありまして、確かに膠着状

況ということでございますが、関係の６市町

村会議におきまして、特に去年は相良村のほ

うが少しその中の会議に入ってこなかったわ

けでございますが、昨年のちょうど11月から

12月にかけて関係５市町村、相良村を除く５

市町村は、地元説明会ということで農家説明

会を開催しております。

そういった中で、新聞報道等にもありまし

たけれども、参加する方々は確かに少なかっ

たということでございますが、関係首長さん

たちの話を聞きますと、やはり水を待ち望む

農家の声は切実なるものがあったというふう

に聞いております。

そういった意味では、今回相良村のほうか

、 、ら やはりこの提案がなされたということで

やはり水に対する思いというものが強いとい

うふうに我々は受けとめているわけでござい

ます。

一方で同意の件でございますが、これにつ

きましては、委員御指摘のとおり、３分の２

以上の同意で事業というのが、これは法的に

はできることになっておりますけれども、現

実的には、やはり９割ぐらいの合意がないと

なかなか進まないという現状がございます。

この事業を絞り込む際に、まさに御案内の

とおり3,000ヘクタール以上あるわけでござ
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いますけれども、1,300弱までに絞り込んで

いきました。これは同意をとるときには、1,

300の方々だけではなくて、今回除外される

方々の同意も必要ということでございまし

て、これにつきましては、アンケート調査等

で除外にも同意いただけるかどうかというの

を確認した上で、この案を絞り込んだという

経緯がございます。

そういった面で、今の現状がどうかといい

ますと、なかなかまた確認しないとわからな

いわけでございますけれども、農家の水に対

する思いというものは我々も感じております

し、ぜひ早期に合意形成がなされまして、法

手続が進む中で、この農家の意向というもの

が適切に反映されるというふうにとらえてい

るところでございます。

○前川收委員 農家お一人お一人の気持ち

を、全部が行政として確認できるはずもない

というのはよくわかっております。ただ、前

の村長さんがつくった何とか研究会というや

つを何か研究なさってらっしゃるとか……

（ 有識者会議」と呼ぶ者あり）有識者会議「

ですかね。それから、利水訴訟原告団という

人たちの声が出てきたりという話は、表面的

には聞きますけれども、当時やっぱり水を待

ち望む皆さん方の――団体というのは言い方

がおかしいかもしれませんけれども、農家の

一定のまとまりのある声が我々のところによ

く届いてきてたんですけれども、最近ぱたっ

とその声が聞こえてこないなと。いろいろ何

かあったことはよくちょっと聞いてますけれ

ども、その人たちが今どうなっているのかな

というのが少し気になったものですから。

もちろん、これは最終的に何とか会とか何

とか団体とかという話でやるべきものでもな

く、基本的にはお一人お一人の受益農家の考

え方というものでそれがわかればいいわけで

ありますから、そういった動きがあるなしは

余り関係ない話でありますけれども、どうも

最近余り届いてこないという。推進されてい

る水を待ち望んでらっしゃる皆さん方の声が

当時ほど聞こえてこなくなっているという現

状について、少し変化があるのかなと思った

、 。ので 聞いてみたところでありますけれども

これはお答えはできないと思いますけれど

も、できる限り地元の受益農家の皆さん方の

気持ちというのを把握するように――完璧に

できるものじゃもちろんありませんけれど

も、その辺の把握に努めていただきますよう

に要望しておきます。

以上です。

○松田三郎委員長 ほかにございませんか。

なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。

次に、その他を用意しておりますので、そ

の他について何かございませんか。

○田代国広委員 農研センターにお尋ねした

いと思いますが、去る12月９日の農業新聞に

おきまして、サツマイモを豚に与えると霜降

りの大変すばらしい肉ができるというような

研究発表みたいなのがつくば市で行われたわ

けですが、それにうちの県の農研センターの

家入さんという職員の方が参加されてコメン

トも出しておられますが、このおいしい豚肉

ができる――大津はサツマイモの産地ですか

らこれもいっぱいあるわけですが、おいしい

すばらしい脂肪の豚肉ができるというだけで

は意味がないと思うんですよね。

その辺のこの会議の内容と同時に、願わく

ばこういった研究成果というのが、農家の経

営実態に合うような、沿うような形になるの

が理想であるわけでございますが、この研究

成果が、将来にわたって養豚経営の中で、い

わゆる採算として活用することによって採算

が合うかどうかまで検討されているかについ

てお尋ねしたいと思います。
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○久保農業研究センター所長 今お尋ねにな

りました件につきましては、平成18年から20

年にかけまして外部資金を利用した――外部

資金といいますのは、農林水産省が研究資金

を出します制度がございます。それにこうい

う課題で研究をしたいので予算をお願いしま

すという形で公募になります。

その公募する過程におきまして、国の農

業・生物系特定産業技術研究機構という長た

らしい名前の、いわゆる国が設立しまして現

在は独立行政法人になっております畜産草地

研究所というところが中心になりまして、私

ども熊本県、それから関東の千葉県、それか

ら福岡県、これが共同で研究を進めてきてい

る課題でございます。

もともとこういう研究が始まりましたいき

さつにつきましては、私ども農業研究センタ

ーの畜産研究所とお隣にあります九州農業研

究センター、そこの畜産の養豚の関係の研究

員が共同で研究をしてまいりましたけれど

、 、も その中で特定のアミノ酸がございまして

ここの新聞に書いてありますようなリジンと

いうアミノ酸を徹底的に落としてあるえさを

与えてあげますと、豚の筋肉というのはどう

もさしがよくなるぞというような状況が確認

されましたので、それを取り上げて課題化し

たものでございます。

したがいまして、今回発表しましたのは、

試験研究年度途中のメカニズムに関して発表

をいたしました。これにつきましては、平成

19年度の研究成果情報として熊本県でも公表

をいたしております。

今後、この研究課題につきましては、熊本

県はカンショの産地でございますので、例え

ばいきなりだごの皮の部分だとか、そういう

やっぱり廃棄される部分がかなりございます

ので、そういった部分を活用した技術になら

ないかということで特に研究をしてまいった

わけでございますが、その研究過程で、やっ

ぱり皮だけですと豚の嗜好性が落ちるだと

か、あるいは脂肪をたくさん筋肉中に発生を

させると飼育期間が長くなりますだとか、い

ろんな問題がございまして、現在のところ10

％ぐらいまぜるのがよろしいのではないかと

いう技術になっております。

今後、そういった、何％がいいのか、ある

いはどういったものがいいのか、あるいはそ

れがどれぐらいの価格で売れる可能性がある

のかといった経営的な評価も含めまして、最

終的な技術として公表をしたいというふうに

考えております。

先生おっしゃいますように、今後のこの技

術が確立しました暁には、畜産課とも一緒に

なりまして、この技術を現在熊本県が進めて

おります「肥皇」の飼育技術に生かしていけ

ればよいなというふうに考えておるところで

ございます。

○田代国広委員 まだ採算までは時期尚早だ

ということでございますけれども、最終的に

、 、は 農研センターの目指す目的と申しますか

当然、実際農家の方々の経営の安定向上にや

はり寄与するというのが一つの大きな目標だ

と思うんですよね。

そういった観点からこの問題をとらえてみ

ますと、当然、やっぱり最終的に養豚農家の

方々がこの研究を取り入れることによって養

豚経営の一助になることが望ましいわけです

が、それはまだはっきりわからないわけです

よ、現段階においては。

それはそれとして今後追求していただくわ

けですが、実は大津町に、以前からカンショ

を栽培されている方ですけれども、カンショ

による養豚ですね、豚の飼育をされている方

がおります。現にそれはうちの――東肥畜協

といっておりましたが、畜協が進めてきたプ

ログラムなんですよ。それも相当以前からあ

。 、っているんですよ そのできた豚肉のことを

東肥畜協では「スーパーモッコス」という形

でブランドとして取り組んでおる。それにつ
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いては、農研センターは御存じですか。

○久保農業研究センター所長 現在、この試

験も、実際の農家に実証試験をお願いしまし

て、実際の生産現場での確認にも取りかかっ

ております。その中では、先生おっしゃいま

すモッコス豚肉ですか、それから菊陽町での

養豚農家等につきましても協力を願って、お

互いにその技術を評価し合うように取り組ん

でおるところでございます。

○田代国広委員 ずっと以前から、このカン

ショによる養豚経営、豚肉の生産を、畜産組

合いわゆる東肥畜協が力を入れてきたわけで

すよね。残念ながら、現在においては、畜産

組合の中でも養豚農家も少ないわけですが、

１戸だけがそのカンショによる養豚経営、い

わゆる「スーパーモッコス」を生産しておら

れます。

そういったところの農家にも足を踏み込ん

でいって、その豚を実際屠場で肉質を研究す

るとか、その結果、農家の方々へいろんな指

導と申しますか、知恵あたりも出せるわけで

すから、ぜひそういった――現にやっておる

わけですから、既に以前からですね。その実

態等をしっかりと把握していただいて、今後

の研究なり、あるいは農家の経営の安定につ

ながるような形での指導をお願いしておきた

いと思います。

○福島和敏委員 単純な質問なんですが、食

品偽装で、私の周りは、中国産は買わぬよな

という声がたくさんあるんですよね。私の家

内もそうですが。その背景として、日本の自

給率、熊本県の自給率というのは、感触的に

は上がってるんじゃないかなという気はする

んですが、いかがでございましょうか。

○松田三郎委員長 県内の自給率……。

○福島和敏委員 県内、国もそうだけど、ど

うなんだろう。

○伊藤農林水産政策課長 まず、県内の自給

率でございますが、これは生産額ベースでい

きますと150％ぐらいでございますので、基

本的に熊本県は県内のものを県外に売り込ん

でいくということであります。

国の自給率につきましては、カロリーベー

スの議論がよく行われまして、40％を切って

いる状態だということでございますので、国

といたしましては、今後自給率向上に向けて

の、例えば休耕田の飼料米とか、そういった

ところも含めまして45％だったと思いますけ

れども、目標として、今後、来年度予算にも

いろいろ……（ 50」と呼ぶ者あり）済みま「

せん、50％です、済みません、を目指してい

ろいろな施策を打っていくという状況でござ

います。

○福島和敏委員 私が聞いたのは、その食品

偽装の問題は自給率に反映してるんだろうか

ということを聞きたいんです。数字であらわ

れなければ結構ですが、何か感覚的にやっぱ

り地産地消という意識が物すごく高まってき

ているんじゃないかなと。そうなったら当然

自給率は上がるんじゃないかなと思ったもの

だから聞いてみたんです。

○伊藤農林水産政策課長 食品偽装につきま

しては、流通段階で、例えば国産のものを流

、 、通段階で――失礼しました 外国産のものを

流通段階でラベルを張りかえて国産としてま

た流通させるということが基本的でございま

すので、自給率そのものとは関係ございませ

んが、委員おっしゃいますように、そういっ

た偽装問題の中で、外国産については、食の

安全も含めましていろいろな問題が起こって

おりますので、そういった意味では自給率が

上がる要素としてはあると思っております。
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最近、特に消費者の方々も、なるだけ国産を

、 。買おうとか そういった動きはありますので

○福島和敏委員 もう１つ、関連して。

実は、きのう夜９時からのＮＨＫスペシャ

ルを見た方はいらっしゃいますかね。例の柳

川の九州水産のアサリの偽装の問題。ＮＨＫ

は、もう全国放送ですよね。えらい熊本産だ

とか有明産だとか出てきましたよね。あれＧ

メンが活躍しましたよね。あれは九州農政局

だろうと思うんですが、熊本県にはああいう

Ｇメンというのはいないんでしょうか。

また、熊本県の、岩中県議の多分目と鼻の

先だろうと思いますけれども、あそこの売り

上げが９億というんですから、相当な量の、

実は中国産がまかれて、それを水揚げして熊

本産と出ているわけですけれども、何か熊本

県自体にああいう監視体制とかチェック機能

だとかというのはないのかなと思いながら見

たんですけれども、きのう。

○伊藤農林水産政策課長 確かに、アサリに

つきましては、ちょうど私が食の安全消費生

活課におりましたときに、北朝鮮アサリが有

明海に蓄養されて、国産なり有明産なり熊本

産なりということで流通していくという問題

がございまして、そのときは、九州農政局と

一緒に、食品表示関係のＪＡＳ法でございま

すが、そこを所管しておりましたので、農政

局と一緒に調査して指導を行ったところでご

ざいます。

基本的には、ＪＡＳ法につきましては、九

州農政局、国の管轄、これは広域でございま

す。ですから、県を飛び越えて複数の県にま

たがるような事案については国が管轄してお

りますし、県内のみの流通につきましては、

県が食の安全消費生活課でＪＡＳ法を所管し

ておりますので、そこで食品表示の監視をし

ているところでございます。

農林水産部の職員と一緒に、毎年、表示に

ついての調査の期間も定めまして店頭指導と

いったこともやっておりますし、さらには、

一般県民からの情報提供も受け付ける食の安

全110番とかそういったことも含めて、情報

提供をいただいたものについては確実に調査

をして対応しているところでございます。

○髙木健次委員 農業研究センターの前の放

牧地ですね。６ヘクタール、これは合志市に

売却予定ということで進んでいると思うんで

すよね。売買契約がいつごろなのか、その辺

はどうなっていますかね。

○伊藤農林水産政策課長 売買契約につきま

して、ちょっと待ってください――済みませ

ん、来年の３月に売買契約の予定でございま

す。

○髙木健次委員 来年の３月が売買契約の予

定、一応合志市がこの買い主ですよね。

○伊藤農林水産政策課長 はい、そうです。

○髙木健次委員 合志市に売るということ

で、一応金額も大体６億ぐらいですかね。金

額は、はっきりはまだ……。

○伊藤農林水産政策課長 たしか５億程度を

見込んでおりますが、ここは土地の評価で当

初予定しましたよりも変動はしておりますけ

れども、直近の鑑定評価で行いたいと思って

おります。

○髙木健次委員 県の方は、合志市に売却す

るということで、その後の合志市の取り扱い

については、県はもう一切その辺には関知し

ないとか、その辺の状況はわからないという

ことですかね。

○伊藤農林水産政策課長 今回は、合志市の
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方で、工業団地の用地としてぜひ県の方に譲

ってほしいということでございましたので、

合志市の申し出を受けまして県が合志市の方

に譲るということでございますので、その後

は、合志市が、工業団地として分譲なり何な

りというか利用を考えていくということにな

ります。

○髙木健次委員 合志市が、工業団地――ち

ょっと聞いた話では、工業団地も大体決まっ

ていると、買い主が。自動車産業関連の経営

が非常に悪化しているものですから、その辺

の状況がどうなのかなという状況の中で、３

月に売買契約はするということですから、そ

ういうふうになると思うんでしょうけれど

も、ちょっとその辺が心配だったものですか

ら。

以上です。

○浦田祐三子委員 済みません、ちょっとお

尋ねしたいんですけれども、以前は、ミカン

農家さんに対して、国の生産総合事業で国が

５割、県が１割負担という形で補助があって

たそうなんですけれども、今現在は、国の支

援対策事業で、改植に22万、高接ぎに関して

は、かかった経費の２分の１を国が負担して

いるだけということで、よければ、県として

は何か――今は何も支援はないんでしょう。

○大田黒園芸生産・流通課長 今委員お尋ね

の件につきましては、現在も、国の強い農業

づくり交付金の中では、いわゆる基盤整備で

。 、すね 作業道等をつくりますものについては

県費の10％の上乗せをいたしております。

それと並行いたしましてというか、もう１

本、中央果実基金を通して県の果実基金が実

施をしております事業がございまして、それ

につきましては、ミカン類の改植につきまし

ては定額の22万、落葉果樹なんかの改植につ

きましては定率で２分の１と、そういう制度

が２つ、ミカンに関しましては２つ走ってお

りますので、両方ありますというお答えにな

ります。

○浦田祐三子委員 わかりました。ありがと

うございます。

もう１点いいですか。

○松田三郎委員長 はい、どうぞ。

○浦田祐三子委員 済みません。先日お話し

させていただいたんですけれども、玉名市滑

石沖のノリの漁場ですかね、きのう見にいっ

たんですけれども、そしてまたちょっとお話

を伺ったんですけれども、藻がやっぱりノリ

の網にかかって結構被害が出ているというお

話だったんですよ。それに対しての支援とか

というふうなことは考えておられますでしょ

うか。

○岩下水産振興課長 実は、その話先週もご

ざいまして、うちの方も、振興局の水産課長

、 。を初め 現場を見させていただいております

早急に何か対応がとれないかということで課

内でも検討いたしたんですが、うちにクリー

ンアップ事業というのがございます。

そのクリーンアップ事業の中で、海岸の清

掃等をボランティアの形でやっていただいて

いますが、例えばその活動に必要なそういう

ごみを処理する袋ですね、それとかそういっ

た手袋類とか、そういったものは現物支給の

形で御提供いただくことはできると思いま

す。

ただ、やはり話を聞きますと、かなり人海

戦術でそういったものを集めるということし

かないのかなということだものですから、そ

の作業をします人件費につきましてという話

もございましたが、今のところはそういう人

件費を御支援するという形はちょっと難しい

のかなというふうに思っております。
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以上です。

○浦田祐三子委員 またよろしかったら被害

の状況とかを確認していただいて、財政が厳

しい中でありますけれども、対応していただ

ければというふうに思います。よろしくお願

いします。

○松田三郎委員長 ほかにございませんか。

済みません、倉永課長、例の耕作放棄地の

、 、解消の事業が 今年度から――もうその進捗

各振興局単位といいますか、細かい数字は要

りませんけれども、大体おおむね初年度は、

予定どおりにいってるのか、いきつつあるの

かというようなところをちょっと教えていた

だきたい。

○倉永農業経営課長 それは、委員長、調査

の方の実態の方ですかね。今お尋ねになった

のは、今市町村と農業委員会の方で耕作放棄

地の実態調査を行っているんですけれども…

…。

○松田三郎委員長 それはまだ途中ですか。

○倉永農業経営課長 はい。まだ最終じゃあ

りませんけれども、今月中にはということで

今作業をしてもらってるんですが、必ずしも

全部の市町村で全部の農振農用地区域も含め

て全体の部分がどうかとなりますと、市町村

によってその辺の取り組みの状況にちょっと

差があるものですから、今その辺の最終的な

整理をしております。

できればきょう報告できるかなと思ったん

ですが、ちょっとまだその辺が今進行形だも

のですから、そこら辺はまた情報を整理して

からお届けしたいとは思っておりますけれど

も……。

○松田三郎委員長 ということは、市町村に

よっては余り積極的じゃないところもある、

それともなかなか把握しにくいということで

すか。

○倉永農業経営課長 そうですね。既に全部

きちんとやっているところもありますし、ま

だある程度平地に限定してとか、そういった

感じで取り組んでいるところとちょっとまだ

差があるものですから、その辺については、

また場合によっては、来年度にもその辺も込

みでというような形の部分で作業を進めてい

かないといけないかなと。ただ、かなりの市

町村は、全体の部分で今調査が進んでいます

ので、データの整理ができましたら委員の皆

さんに報告したいと思っていますけれども…

…。

○松田三郎委員長 120ヘクタールですね。

○倉永農業経営課長 今回６月補正で承認い

ただきました復元する分につきましては、あ

れは農振農用地区域内の分について一応120

ヘクタールを目標にということで、10月末ま

でが44ヘクタールぐらいだったんですが、一

応今現在では、見込みも入れまして90ヘクタ

ールぐらいまで実現ができるかなというふう

に思っております。

○松田三郎委員長 済みません、全体の調査

とそれを一緒にせなんということですか。

○倉永農業経営課長 いや、それは別です。

その辺の絡みもあるものですから、そういっ

た実態の調査の部分が、全域調査をやってい

るところとそれから農振の農用地区域だけに

限定してやっているところと若干ちょっと今

差があるものですから、そちらのほうはその

調査のほうの分でやっていますし、６月補正

で認めていただきました分については、耕作

放棄地を復元するという形の分で今大体90ヘ
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クタールぐらいは予定が入るかなということ

で、その辺の分を整理しないといけませんの

で、まだちょっと今きちんとした形にはちょ

っと見えてないんですけれども。

○松田三郎委員長 はい、わかりました。

○岩中伸司委員 耕作放棄地をどういうもの

を限定とするというのは、そういう項目かな

んかきちんと整理して市町村に落としてある

わけでしょう。

○倉永農業経営課長 そうです。すぐにでも

農地として活用できる分と、若干圃場整備み

たいな分ですが、ちょっと手を加えないと農

地としては活用できない、あるいはこれは農

地としてはちょっと利用ができないんじゃな

いかという、その辺のいろんな区分あたりも

作業としてしていかないといけませんので、

ちょっと作業にやっぱり手間がかかってま

す。

○岩中伸司委員 その徹底は、もうされてい

るわけですよね、各市町村には。こういうこ

とでの調査ですよというのは。

○倉永農業経営課長 はい。何分きちんとし

た形でデータを整理していかないといけませ

んものですから、やっぱりちょっとかなり手

間暇かかります。

○松田三郎委員長 データベースは、ゼロか

らじゃなかわけでしょう。今までも、大体は

把握はしとんなったでしょうけれどもね、市

町村。

○倉永農業経営課長 ただ、それが進んでい

るところとそうでないところと、それと、山

合いとか地形の関係とかも、いろんなものも

絡んでくるのがあるものですから、とにかく

それぞれのところで――どうしても今年度で

だめであれば、来年度も少しその辺の部分と

いうことでやっていくようなところも、場合

によっては出てくるかなとは思ってます。で

きるだけ早くその辺の全体像が見えるように

したいということで、市町村と農業委員会の

方でしっかり支援していきたいと思っており

ますけれども。

○松田三郎委員長 夢４カ年にも出ておりま

すし、これはかなり知事もあちこちでおっし

ゃってることですので……。

○倉永農業経営課長 国の方も、農地改革プ

ランということで、かなりいろんな仕組みに

ついて再構築をしていきたいというようなこ

とで動いておりますが、その中でも耕作放棄

地については、できるだけ解消に向けてとい

うことで、いろいろとまた取り組んでいくよ

うな動きも出てきておりますので、そういっ

た国の取り組みも踏まえながら、また、県と

しても、仕組み立てをしっかり組み立ててや

っていきたいと思っています。

○岩中伸司委員 温暖化よりも、今危機的な

やつは食糧というふうなことが多く言われる

ので、これはやっぱりきちっとしたやつを進

めていってもらわんといかぬなと思います

ね。

先ほどの自給率も、生産額ベースで150％

ということですが、これはカロリーベースだ

と熊本県も100％にはなってないでしょう。6

0前後ぐらいじゃなかったですかね――58か

……。

○伊藤農林水産政策課長 約60ぐらいだと思

っています。

○岩中伸司委員 60ぐらいですよね。何か自

、 、給率も いい数字がぽんと出てくるばってん
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そうじゃない数字はなかなか出てこぬところ

が……。

○松田三郎委員長 ちょっと意図的と思われ

てもいたし方がない……。

、 、○岩中伸司委員 ただ 農業県熊本ですので

せめて熊本はやっぱり100％、カロリーベー

スでもやっぱり100％を超えるようなやつで

いかぬとでけんなというのは思いますので、

積極的に……。

○伊藤農林水産政策課長 済みません、18年

度で56だそうです。

○岩中伸司委員 なら下がっとっとじゃなか

ですか。私は、以前58と聞いとった。

○伊藤農林水産政策課長 済みません、17年

度が58ですので……。

○松田三郎委員長 毎年度、そのカロリーベ

ースの県内自給率というデータはあるわけで

すね。

、 。○伊藤農林水産政策課長 はい ございます

○岩中伸司委員 下がっていきよるですね、

それは。心配……（ 米食う人が少のうなり「

よるたい」と呼ぶ者あり）

○岩中伸司委員 やっぱり消費者の意識を変

えていくというのを積極的にやらぬと、今前

川委員が言われたように、ここは大変な問題

と思うですね。

○前川收委員 生産者側じゃないですよ。消

費者側ですよ、カロリーベースだったら。カ

ロリーが高いものをたくさん食べてもらえれ

ば、カロリーベースは上がるわけですから。

、 、日本の食糧自給率だって カロリーベースで

全員昔みたいに日本で生産された米を全部日

本人が食えば、それは完全に100％になる、1

00％に近くなります。だから、生産側よりも

、 。消費側の問題ですよ カロリーベースの話は

○伊藤農林水産政策課長 委員長、ちょっと

補足がありますが、18年度に落ちた原因とい

うのは、やっぱり米が非常に不作の年でござ

いまして、その辺でカロリーベースというの

が非常に落ちた状況でございます。

、 。○松田三郎委員長 19年は まだなかですか

統計は、まだ……。

ほかにございませんか。

○九谷弘一副委員長 先般も、ちょっと正副

委員長で聞き取りしたときに申し上げました

ように、12月８日の新聞に、県産米、温暖化

で１等米比率33％と、非常に低率を示してき

ているというような大きな見出しで出ていた

わけであります。これは恐らく、どこか新聞

記者も情報をとって書いているとは思います

ので、根拠のないことではないというふうに

予測がされるわけであります。

私、昨年６月に一般質問をいたしましたと

きに、温暖化についての水稲、米づくりにつ

いてお聞きしたときに、当時の山本農林水産

部長は、遅植え等をすることによって温暖化

の対応をすることで、そういった等級が落ち

ることはないという答弁を答えておったわけ

でありますけれども、現実これが、このグラ

フを見てみますとずっと続いて、横で33％前

後で推移をしているようであります。という

ことは、やはり温暖化の影響がないとは言い

切れないと、素人から見れば思われるわけで

あります。

そういった中で、農研センター等々で「く

まさんの力」等、これについても非常に低率

だったというような話、あるいは国が開発し
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ている「にこまる」これについても、非常に

等級率は悪かったというようなお話でありま

す。

１つの品種を改良するということは、大変

なエネルギーと時間がかかるということは十

二分理解できるわけであります。そこで、こ

ういったことに懲りることなく、恐らく久保

所長、ここにお見えでありますけれども、一

生懸命おやりになっていただいていると思い

ます。

どうぞひとつ、今後とも、サマーレビュー

等々で予算を削減してこういった試験はでき

ませんということであれば、田部長がここ

にいらっしゃいますが、熊本県のメンツにか

けてでも、そういったことについては応分な

る予算をつけて、やはり早急に解決するよう

な対応策を考えていただきたい。やはり研究

機関があって、そういったやつを開発して個

々の農家の所得の向上を図るというのが一つ

の大きな目的でありますので、ぜひお願いを

しておきたいというふうに思います。

１等と２等の違いは700円も違うそうであ

りますから、これが60％違うということにな

ると大変な金額になりますし、夢４カ年計画

も、その辺で米の値段ががくっと下がってき

たときには、３年先は余り大きなことは言え

ませんよということを言わざるを得なくなっ

てきますので、どうぞひとつ長い目で農研セ

ンターを育てていただく、そして一生懸命や

る職員の方がたくさんいらっしゃるわけであ

りますので、金で不自由してできないんだっ

たら金を応分につけてやっていただきたいと

いうことを要望申し上げ、農研センターがそ

れにこたえるべく一生懸命頑張っていただく

ようにお願いを申し上げ、要望といたしてお

きます。

○松田三郎委員長 意気込みはよかですか。

○九谷弘一副委員長 じゃあ、意気込みを

田農林水産部長から。委員長もお聞きした

いそうでございますので。

○田農林水産部長 先ほどの議論からあり

まして、研究機関と普及、あるいは農家、こ

の関係について、本当に速効性のある即時的

な対応をしてほしいという意見を承りまし

た。

それと、最近、この非常に財政が厳しい中

で、研究費を過度に節減されとるんじゃない

かという、そういうお話もよく聞くところで

ございます。こういう中でこそ、実際の県の

研究機関の成果を現場の方に反映させられる

ように努めていく必要を十分認識しておりま

す。

今後とも、そういう気持ちで頑張っていき

たいと思います。

○九谷弘一副委員長 ひとつ、今言ったこと

を忘れぬように、ぜひ……。

○松田三郎委員長 久保所長の意気込みかお

願いか。

○久保農業研究センター所長 先ほどの御支

援、大変ありがとうございます。

本年度の米の生育状況につきまして、農研

センター内での圃場の結果でございますが、

一部わかっておりますことがございますの

で、じゃあちょっと説明をさせていただいて

よろしゅうございますでしょうか。

本年度の米の気象につきましては、昨年ま

での高温の影響というものよりは、９月の長

雨が大変大きく影響をいたしておるという結

果が得られております。

本年の水稲の生育状況は、平成９年と酷似

をしておりまして、田植え後、梅雨の間の生

育が非常に緩慢でございました。その後、７

月の梅雨明け以降、非常に高温期になりまし

て、稲が急速に生育をして体を大きくしたと
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いういきさつがございます。

そういったことから、９月の長雨の影響が

大変に大きくあらわれる年になりまして、お

米の等級が下がる理由としましては、昨年度

まで問題になりました白未熟粒というお米の

粒の中に白い濁りが発生するものと、もう一

つは、米粒一粒一粒が、粒張りが悪いと私ど

もは言いますけれども、要するに太りがいま

いちだった充実不足という要因がございま

す。

今申しました平成９年といいますのは、こ

の充実不足が最も顕著にあらわれた年でござ

いまして、熊本県でも、その当時で１等比率

が60％、福岡県では20％に落ちたという年で

ございます。

本年度も、解析をしてみますと「くまさん

の力」につきましては、食糧事務所の格付が

下がった理由がこの充実不足というのが挙げ

られておりまして、昨年までの白未熟粒とい

うものに関しましては「ひのひかり」が20％

以上発生しましたのに対しまして「くまさん

の力」は４％前後ということで、品種として

は明らかに昨年までの高温耐性には強いとい

うことがことしも証明された形になっており

ます。

しかしながら、この「くまさんの力」とい

う品種は、従来の「ひのひかり」等に比べま

して米の一粒一粒がやや大きいという特徴が

ございますので、今後はその品種特性を十分

にあらわすような栽培法が必要になります。

それで、昨年度品種の発表をいたしました

ので、今年度と来年２カ年にわたりまして、

この新しい品種独特の栽培法を確立するとい

うものに今取り組んでおるところでございま

す。再来年度の「くまさんの力」の本格栽培

に向けて間に合うように精いっぱい頑張って

まいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○松田三郎委員長 ほかにございませんか。

なければ、以上で本日の議題をすべて終了

いたしました。

最後に、陳情、要望書が２件提出されてお

りますので、参考として委員の皆様のお手元

に写しを配付いたしております。

それでは、これをもちまして、第４回農林

水産常任委員会を閉会いたします。

お疲れさまでございました。

午前11時41分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

農林水産常任委員会委員長


